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消費者支援機構福岡発 2023-031 号 

2024 年１月 17日 

司法書士法人杉山事務所 

代表社員 杉山一穂 殿 

適 格 消 費 者 団 体 

特定非営利活動法人 消費者支援機構福岡 

理 事 長  平  田  広  志 

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目18番16号 

博多駅前１丁目ビル302号 

TEL 092-292-9301 / FAX 092-292-9302 

貴法人の福岡市営地下鉄の広告表示に関するお問い合わせ 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

１ 当機構は、消費者の権利確立を目指し、さまざまな消費者被害の調査、情報提供、救

済活動等を行うことを目的として、福岡県内の研究者、弁護士、司法書士、消費生活専

門相談員など消費者問題に取り組んでいる団体及び個人によって 2009 年 9月に設立され、

消費者に対する不当な勧誘行為や不当契約条項並びに不当景品類及び不当表示防止法

（以下、「景品表示法」という。）について差止請求訴訟を提起する権限を有する（景

品表示法３０条１項）適格消費者団体として、2012 年 11 月 13 日に内閣総理大臣による

認定を受けております。 

２ 貴司法書士事務所は、福岡市交通局が運営している福岡市営地下鉄に、令和５年１０

月２３日から以下の内容の広告を掲載されています。 

記 

過払い金でトゥギャザーしようぜ、返金実績全国１位週刊ダイヤモンド社、返

還金額月５億円以上、相談実績月１０，０００件以上  

この広告表示のうち、「返金実績全国１位週刊ダイヤモンド社」との表示は、い

わゆるＮｏ１表示です。そして、西川康一編著『景品表示法第６版』８０頁では、

「Ｎｏ１表示は、同種の商品・サービスの内容や取引条件に関して比較または差

別化に資するための明確な数値指標となるものであり、一般的には、一般消費者

にとって有利な情報と位置付けられる。他方、商品・サービスの内容の優良性を

示すＮｏ１表示が事実と異なる場合には、実際のものまたは競争事業者のものよ



2 

りも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品

表示法上問題となる。（中略）Ｎｏ１表示が合理的な根拠に基づくものと認められ、

優良誤認表示とならないようにするためには、①Ｎｏ１表示の内容が客観的な調

査に基づいていること、②調査結果を正確かつ適正に引用していることの両方を

満たす必要があるところ、調査結果の正確かつ適正な引用であるためには、Ｎｏ

１表示は、直近の調査結果に基づいて表示するとともに、Ｎｏ１表示の対象とな

る商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点、調査方法、調査の出典等につい

ても、当該調査の事実に即して明瞭に表示するよう留意する必要がある。」とされ

ています。 

貴司法書士事務所のホームページ（https://sugiyama-kabaraikin.com/）では、

週刊ダイヤモンドの当該記事は、『弁護士大激変』（２００９年８／２９号）を引

用されているようです。したがって、貴司法書士事務所の「返還実績全国１位」（い

わゆるＮｏ１表示）は、１４年以上も前の記事を引用して、Ｎｏ１であると表示

していると考えられます。この表示は、上記の景品表示法のＮｏ１表示に関する

見解からすれば、優良誤認表示に該当する可能性が極めて高いと考えられます。 

また、「返還金額月５億円以上」との表示についても、司法書士が扱える案件は

１社につき１４０万円以下に限ることになっていることから、仮に上限である１

４０万円の過払金の返還がなされたとしても、毎月３５７件以上の過払い金の返

還がなされていることを意味します。これは、現在の過払い金の発生に関する最

判平成２６年７月２４日集民２４７号１１３頁、最判平成２３年７月１４日集民

２３７号２６３頁、最判平成２０年１月１８日民集６２巻１号２８頁等の各最高

裁判所の判例等に照らすと、事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商

品もしくは役務を提供している他の事業者に係るものよりも著しく優良と表示し

ていると考えられます。 

景品表示法第３０条１項１号は、適格消費者団体に、事業者が、不特定かつ多数の

一般消費者に対して、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは

役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認させる表

示（以下、「優良誤認表示」という。）を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該

事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示

をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をと

ることを請求することを認めています。

３ つきましては、貴法人の広告表示である「過払い金でトゥギャザーしようぜ、返金実

績全国１位週刊ダイヤモンド社、返還金額月５億円以上、相談実績月１０，０００件以

上」との表示につき、以下の点についてご対応いただきたくご連絡いたします。 
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記 

  「返金実績全国１位週刊ダイヤモンド社」の表示の根拠となる週刊ダイヤモンド社記

事の掲載年月日をご教示ください。また、仮に掲載年月日が２００９年の週刊ダイヤモ

ンド社の記事であるとした場合、「Ｎｏ１表示は、直近の調査結果に基づいて表示する

とともに、Ｎｏ１表示の対象となる商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点、調査

方法、調査の出典等についても、当該調査の事実に即して明瞭に表示するよう留意する

必要がある」との西川康一編著『景品表示法第６版』の見解との関係で、貴司法書士法

人のご見解をご説明ください。 

 「返還金額月５億円以上」との表示について、司法書士が扱える案件は１社につき１４

０万円以下に限ることになっていることから、仮に上限である１４０万円の過払金の返

還がなされたとしても、毎月３５７件以上の過払い金の返還がなされていることを意味

しますが、実際に貴司法書士法人は毎月３５７件以上の過払い金の返還を受けているの

であれば、その実績をご開示ください。 

  本問合せに対する貴社のご回答を、2024 年 2 月 2 日(金)までに、書面にて当機構事務

局までご送付いただきますようお願い申し上げます。 

  なお、本「お問い合わせ」につきましては、貴団体に対して「お問い合わせ」をして

いる事実も含めて非公開で実施しています。 

敬具












